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今
回
の
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
問
題

で
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

、
不
ツ
ト
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ツ
プ
さ
れ

ま
し
た
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
会
社
の

指
示
の
下
で
労
務
の
提
供
を
行
う
と
い

う
点
で
被
用
者
(
給
与
所
得
者
)
と
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
働
き
方
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
個
人
事
業
者
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
、
一
展
用
保
険
に
加
入
で
き
ず

休
業
補
償
が
な
く
、
さ
ら
に
は
最
低
賃

金
制
度
な
ど
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
、
不
ツ
ト

か
ら
外
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
筆
者
は
こ

の
問
題
を
、
広
く
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
、

ギ
グ
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
問
題
と
し
て
と

ら
え
て
研
究
を
し
て
き
ま
し
た
。

ギ
グ
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
ジ
ャ

ズ
な
ど
で
工
疋
期
間
を
区
切
っ
て
演
奏

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
ス
ラ
ン
グ
で
す
。

そ
こ
か
ら
、
イ
ン
タ
ー
、
不
ツ
ト
を
通
じ

て
不
定
期
の
契
約
で
自
ら
の
ス
キ
ル
を

提
供
す
る
人
々
を
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
、

そ
こ
で
成
り
立
つ
経
済
を
ギ
グ
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
マ
ツ
チ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
が
発
達
し
て
、
働
く
時
間

な
ど
を
自
ら
選
択
で
き
る
新
た
な
働
き

方
と
し
て
若
者
か
ら
評
価
さ
れ
、
急
速

に
増
え
て
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
で
浮
か
び
上
が
っ
た
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
の
課
題

代
表
例
と
し
て
は
、
プ
ラ
ツ
ト
フ
ォ
ー

ム
経
由
で
仕
事
を
請
負
う
ク
ラ
ウ
ド

ワ
ー
カ
ー
、
さ
ら
に
は
ウ
ー
、
バ
ー
イ
ー

ツ
や
ア
マ
ゾ
ン
の
配
達
人
な
ど
委
託
契

約
で
荷
物
の
配
送
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
人

た
ち
で
す
。
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
レ
ス

ト
ラ
ン
や
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
経
営
者
と

つ
た
、
資
本
を
活
用
し
り
ス
ク
を

い取
っ
て
事
業
を
行
う
「
伝
統
的
自
営
」

業
者
と
異
な
り
、
主
と
し
て
労
務
の
提

供
で
所
得
を
得
る
の
で
コ
展
用
的
自

営
」
と
い
う
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
ぇ

ま
し
ょ
う
0

し
か
し
現
行
の
社
会
保
障
制
度
や
税

制
は
、
個
人
事
業
者
と
被
用
者
の
と
こ

ろ
で
区
別
し
て
縦
割
り
に
適
用
す
る
の

で
、
冒
頭
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
き

ま
す
。こ

の
問
題
は
、
世
界
的
な
問
題
で
す
。

米
国
や
英
国
で
も
ウ
ー
バ
ー
の
運
転
手

は
個
人
事
業
者
か
被
用
者
か
を
巡
っ
て

訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
運
転
手
を
被
用
者

と
す
る
動
き
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
米
国
で
は
、
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
を
、
雇

用
契
約
に
基
づ
く
被
用
者
と
、
自
ら
り

ス
ク
を
と
る
自
営
業
者
と
は
別
の
、
独

立
労
働
者
(
ヨ
§
曾
哥
ヨ
乏
又
冨
一
)

と
位
置
付
け
て
、
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー

マ
ー
(
企
業
)

定
の
社
会
保
険

ι

負
担
や
源
泉
徴
収
の
義
務
を
課
す
べ

き
だ
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。

税
制
上
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
わ
が

国
で
は
、
給
与
所
得
は
、
源
泉
徴
収
、

年
末
調
整
(
申
告
不
要
)
、
給
与
所
得

控
除
(
経
費
の
概
算
控
除
)
が
三
点

セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
方
事
業

所
得
は
、
経
費
の
概
算
控
除
や
源
泉
徴

収
制
度
は
な
く
、
予
定
納
税
制
度
の
下

で
冑
ら
申
告
を
す
る
義
務
を
負
い
ま
す
。

問
題
は
、
給
与
所
得
控
除
が
、
個
人
事

業
者
に
適
用
さ
れ
る
実
額
の
経
費
よ
り

お
お
む
ね
手
厚
い
(
高
い
)
水
準
に
な
っ

て
お
り
、
負
担
の
公
平
性
に
問
題
が
生

じ
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
、
 
2
0
2
0

年
か
ら
給
与
所
得
控
除
を
W
万
円
縮
小

し
て
そ
の
分
を
基
礎
控
除
に
付
け
替
え

る
税
制
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の

結
果
個
人
事
業
者
に
は
、
基
礎
控
除

の
拡
大
と
い
う
綴
(
減
税
)
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
与
党
税

制
改
正
大
綱
で
は
、
こ
の
改
革
を
今
後

も
継
続
す
る
旨
の
記
述
が
あ
り
、
今
後

も
続
い
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

筆
者
は
、
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
に
は
可

能
な
限
り
被
用
者
と
同
じ
負
担
を
行
わ

せ
た
上
で
同
様
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
、
不
ツ

ト
を
提
供
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
の
き

ち
ん
と
し
た
定
義
と
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー

ネ
ッ
ト
の
負
担
は
誰
が
責
任
を
持
つ
の

か
と
い
う
議
論
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
税
の
分
野
で
は
、
ギ
グ

ワ
ー
カ
ー
に
は
、
被
用
者
と
同
水
準
の

経
費
の
概
算
控
除
(
給
与
所
得
控
除
)

の
適
用
を
行
い
、
申
告
の
手
問
を
省
き

つ
つ
、
双
方
の
負
担
の
公
平
を
図
っ
て

は
ど
、
つ
で
し
ょ
、
つ
か
。

ギ
グ
・
ワ
ー
カ
ー
は
、
所
乍
何
よ
り
自

由
時
間
を
優
先
す
る
若
者
世
代
の
新
た

な
働
き
方
と
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ

が
国
で
は
低
所
得
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
米
国
で
は
イ
キ
イ
キ
仕
事
を

す
る
肯
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
す
。
今
後
、

新
た
な
働
き
方
と
し
て
社
会
に
定
着
す

る
た
め
に
は
、
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
、
不
ツ
ト

の
問
題
を
真
剣
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
、

こ
れ
が
今
回
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
騒

ぎ
で
あ
ぶ
り
出
さ
れ
た
課
題
で
は
な
い

で
し
ょ
、
つ
か
。
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